
朝
比
奈

孝
重

藤
左
衛
門

信
由

茂
太
夫

孝
安

平
助

孝
由

藤
左
衛
門

孝
以

藤
十
郎

孝
信 源

姓

高
三
拾
俵
弐
人
扶
持

先
祖
不
詳

家
紋
左
り
三
巴

五
七
桐

天
正
十
五
年
正
月
十
八
日
三
拾
俵
弐
人
扶
持

た
ま
ひ
御
先
手
組
○
慶
長
五
年

東
照
宮
御
代

関
ヶ
原
御
供
大
坂
両
度
御
陣
御
供
○
寛
永

十
年
三
月
廿
八
日
御
留
守
居
組
○
同
十
一
年

八
月
五
日

台
徳
院
殿
よ
り
御
遺
物
銀
五
枚
拝
領
○
正
保

四
年
五
月
十
八
日
隠
居
○
同
年
七
月
廿

七
日
死
七
十
二
歳
澁
谷
吸
江
寺
に
葬

正
保
四
年
五
月
六
日
家
督
御
留
守
居
組
○

貞
享
四
年
七
月
十
八
日
隠
居
○
同
五
年
八
月

廿
四
日
死
六
十
八
歳
同
寺
に
葬

貞
享
四
年
七
月
十
八
日
家
督
御
留
守
居
組
○

元
禄
十
二
年
十
一
月
四
日
一
統
御
救
金
三
両

○
宝
永
七
年
七
月
九
日
死
六
十
三
歳
同
寺

宝
永
七
年
十
二
月
六
日
家
督
父
時
の
こ
と
く

○
享
保
十
年
正
月
廿
六
日
月
光
院
殿
御

広
敷
伊
賀
者
○
延
享
三
年
二
月
十
八
日

致
仕
○
寛
延
四
年
八
月
廿
日
死
六
十
八

歳
同
寺
に
葬

延
享
三
年
二
月
十
八
日
家
督
父
時
の
こ
と
く
○

御

役

宝
暦
二
年
十
一
月
四
日
一
統
小
普
請
○
同
五

年
四
月
朔
日
御
広
敷
伊
賀
○
同
七
年

十
二
月
十
七
日
御
賄
吟
味
役
○
同
十
一
年
三
月

九
日

御
臺
所
御
産
御
用
同
年
九
月
廿
一
日
褒
銀

三
枚
○
同
十
二
年
十
月
廿
四
日
御
誕
生
御

七
夜
御
用
同
十
一
月
廿
八
日
褒
銀
○
同
十
三

年
四
月
三
日
御
賄
組
頭
仰
付
ら
れ
吟
味
役

兼
役
○
明
和
四
年
閏
九
月
十
四
日

壽
加
宮
御
婚
礼
御
用
懸
同
年
十
二
月
廿
七
日
褒

銀
○
安
永
四
年
六
月
朔
日
吟
味
役
兼
役
御
免

○
同
六
年
七
月
四
日
死
五
十
九
歳
同
寺
葬

藤
七
郎
　
藤
三
郎

明
和
三
年
九
月
四
日
御
賄
方
○
安
永
五
年

七
月
四
日
御
賄
改
役
○
同
六
年
十
月
九
日

家
督
○
同
八
年
十
一
月
四
日
御
賄
吟
味
役
御

酒
役
御
肴
役
兼
役
○
天
明
二
年
三
月
廿

三
日

若
君
様
御
元
服
御
官
位
御
祝
儀
御
能
御
振
廻
御

用
同
年
八
月
晦
日
褒
銀
三
枚
○
同
七
年

二
月
七
日

将
軍
宣
下
に
付
御
能
御
振
廻
御
用
同
年
五
月

廿
二
日
金
五
両
○
同
八
年
九
月
廿
九
日
御
賄

所
向
御
取
締
懸
○
同
年
十
月
十
三
日
御
賄
調

役
○
寛
政
元
年
十
二
月
十
四
日
御
取
締
懸

兼
勤
候
に
付
金
五
両
○
同
二
年
八
月
廿
七
日

御
賄
所
向
尚
又
御
取
締
仰
付
ら
れ
御
取
〆

冝
に
付
同
四
年
二
月
廿
六
日
金
五
両
○
同
年

二
月
廿
九
日
御
賄
向
御
作
法
懸
○
同
四
年

八
月
五
日
御
広
敷
御
用
達
○
同
六
年
四
月

十
八
日
裕
宮
御
方
御
下
向
御
用
○
同
七
年

十
一
月
廿
八
日

御
臺
所
御
産
御
用
○
同
年
十
二
月
廿
七
日

裕
宮
御
下
向
御
用
褒
銀
七
枚
○
同
年
二
月

廿
三
日
脩
君
御
下
向
御
用
○
同
年
三
月
廿
九
日

御
産
御
用
褒
銀
七
枚
○
同
八
年
九
月
十
二
日

若
君
西
丸
御
移
徒
御
用
取
扱
同
九
年
五
月
十
八
日

右
褒
銀
五
枚
○
同
年
十
一
月
十
八
日
脩
君
御
下

向
御
迎
京
都
へ
遣
さ
る
へ
き
旨
○
同
十
年

六
月
廿
日
満
姫
君
御
入
輿
御
用
懸
○
同
年

七
月
十
日
京
都
御
暇
金
弐
枚
同
年
七
月
十
八
日

右
褒
銀
二
拾
両

金

御
臺
所
よ
り
下
さ
る
同
年
十
二
月
二
日
褒
銀
拾
枚

○
同
十
一
年
十
二
月
七
日
御
入
輿
御
用
褒
銀

七
枚


